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救急セーフティーステーション標章の交付に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）を設置し、か

つ、適切な応急手当を実施することができると認められる事業所等（法人その他の

団体の事業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。）に対する救

急セーフティーステーション標章（様式第１号）及び別に定める携帯できる標章（以

下これらを「標章」と総称する。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（標章の交付申請） 

第２条 標章の交付を受けようとする事業所等の代表者は、救急セーフティーステー

ション標章交付（更新）申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）及び有資

格者詳細書（様式第３号）、同継続用紙（様式第３号の２）に必要な書類を添えて

消防局長に申請しなければならない。 

 

（交付要件） 

第３条 消防局長は、前条の規定による申請があったときは、当該事業所等が次に掲

げるすべての要件（以下「交付要件」という。）を満たしているかどうかを審査す

るものとする。 

(1) ＡＥＤを１台以上設置するとともに、当該ＡＥＤを適正に維持管理しているこ

と。 

(2) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成 5 年 3 月 30 日消防救

第 41 号消防庁次長通知）に定める応急手当指導員講習、応急手当普及員講習、

上級救命講習、普通救命講習Ⅰ、普通救命講習Ⅱ又は普通救命講習Ⅲ（以下「救

命講習」という。）のいずれかを修了し、その証（有効期限内にあるものに限る。）

を所持している者並びに消防長が応急手当指導員講習等の修了者と同等の知識

及び技術を有すると認める者（以下「有資格者」という。）が、従業員等（パー

ト・アルバイト等も含む。以下同じ。）の総数の 20％以上いること。 

(3) 営業時間又は公開時間中の緊急時において、確実にＡＥＤを活用した応急手当

を行うことができるよう、誰にでもＡＥＤを速やかに提供できるとともに、ＡＥ

Ｄ使用後は事業所等の責任において整備することができる体制にあること。また、

有資格者を含む従業員等を対象とする救命講習を３年に１回以上実施すること

ができる体制にあること。 

(4) 市の広報誌及びホームページ等で公開することについて、同意していること。 

 (5) 前各号までの要件を満たし、標章を交付されたときに、その標章を当該事業所

等の出入口又はＡＥＤの設置場所付近等の周囲から見えやすい場所に掲示でき

ること。また、別に定める携帯できる標章を交付されたときは、その標章を有資

格者に携帯・掲示させることができること。 

 

（標章等の交付） 

第４条 消防局長は、前条の規定による審査の結果、当該事業所等が交付要件を満た

し、交付することが適当であると認めたときは、救急セーフティーステーション標

章交付証（様式第４号。以下「交付証」という。）及び標章を交付するものとする。 

２ 消防局長は、前項の規定により交付証及び標章を交付したときは、速やかに救急
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セーフティーステーション標章交付台帳（様式第５号。以下「台帳」という。）に

必要事項を記載しなければならない。 

 

（有効期間） 

第５条 標章の有効期間は、交付の日から３年間とする。 

２ 救急セーフティーステーションの代表者は、前項の有効期間の延長を申請するこ

とができる。この場合において、その手続及び更新の要件については、第２条及び

第３条の規定を準用する。 

３ 消防局長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、当該申請が更

新の要件に適合し、更新することが適当であると認めたときは、標章の有効期間を

３年間延長するものとし、交付証及び別に定める更新の証を交付するものとする。

この場合においては、第４条第２項の規定を準用する。 

 

（廃止等に関する届出） 

第６条 救急セーフティーステーションの代表者等は、事業等を廃止し、休止し、若

しくは休止後に再開したとき、又は申請書の内容に変更があったときは、速やかに

救急セーフティーステーション（廃止・休止(再開)・変更）に関する届出書（様式

第６号）により消防局長に届け出なければならない。 

２ 消防局長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに台帳の記載を修正

し、又は削除するものとする。 

 

（交付の取消） 

第７条 消防局長は、救急セーフティーステーションが次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該救急セーフティーステーションの代表者に直ちに交付証及び標章を

返還させるものとする。 

(1) 交付基準を満たさなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により標章の交付を受けたとき。 

(3) その他標章を交付することが適当でないと消防局長が認めたとき。 

２ 消防局長は、前項の規定により交付証及び標章を返還させたときは、当該返還を

させた事業所等に係る台帳の記載を削除するものとする。 

 

（所掌） 

第８条 この要綱に関する事務は、消防局救急救命課において所掌する。 

 

 

 (その他) 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第１条関係） 

 

救急セーフティーステーション標章 
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様式第２号（第２条関係） 

 

救急セーフティーステーション標章交付（更新）申請書 
 

  年  月  日 

 

（あて先） 藤沢市消防局長 

 

申請者 

   住 所 

 

   氏 名 

 

 救急セーフティーステーション標章の交付に関する要綱第２条の規定に基づき、救

急セーフティーステーション標章の（ 交付 ・ 更新 ）を希望しますので、次のとお

り申請します。 

なお、網掛けの欄に記載した情報を公開することについて、同意します。 

 

事業所名  

代表者名  

所在地 藤沢市 

ＡＥＤの種類・数 
ﾒｰｶｰ名・型番： 

台    数： 

ＡＥＤ設置場所 

１台目： 

２台目： 

３台目： 

４台目： 

営 業 時 間 

公 開 時 間 
     ：     ～     ：      

標章の掲示場所 

（予 定） 
 

担 当 者 

連 絡 先 

緊急連絡先 

メールアドレス 

職名：         氏名： 

  （電話：     －   －      ） 

  （電話：     －   －      ） 

  （E-Mail：      @         ） 

備  考 

標章希望数    枚 

 

 

 

※ＡＥＤ設置場所を明示した平面図及びＡＥＤ設置状況の写真を添付してください。 

また、ＡＥＤを５台以上設置している場合は、任意の様式で追加してください。 
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様式第３号（第２条関係） 

 

有 資 格 者 詳 細 書 

 

事業所名 

 

 
収容人員等 従業員数 

 人   人 

応急手当指導員講習修了者数 人 応急手当普及員講習修了者数 人 

上級救命講習修了者数 人 普通救命講習Ⅰ修了者数 人 

普通救命講習Ⅱ修了者数 人 普通救命講習Ⅲ修了者数 人 

その他の講習等修了者数 人 合  計 人 

有
資
格
者
（
救
命
講
習
受
講
者
）
名
簿 

氏   名 講習の種類 受講年月日 修了証番号 再講習年月日 受講市町村 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

備   考 
 

※講習の種類の欄には、指導員、普及員、上級、普通Ⅰ、普通Ⅱ、普通Ⅲ、その他の

略称を使用してください。 

※書ききれない場合は、継続用紙に記入してください。 
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様式第３号の２（第２条関係）継続用紙              枚中の 枚目 

 

 

事業所名  

有
資
格
者
（
救
命
講
習
受
講
者
）
名
簿 

氏   名 講習の種類 受講年月日 修了証番号 再講習年月日 受講市町村 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

備   考 

 

※講習の種類の欄には、指導員、普及員、上級、普通Ⅰ、普通Ⅱ、普通Ⅲ、その他

の略称を使用してください。 
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様式第４号（第４条関係） 

 

救急セーフティーステーション標章交付証 
 

 

  年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                  藤沢市消防局長        印 

               

 

  年  月  日付けで申請のありました次の事業所等については、救急セ

ーフティーステーション標章の交付に関する要綱第３条に定める交付要件を満たし

ていると認めますので、同要綱第４条の規定に基づき、本証及び救急セーフティース

テーション標章を交付します。 

なお、有効期間は、交付の日から３年間とします。 

 

事業所名  

代表者名  

所在地 藤沢市 

ＡＥＤの種類・数 
ﾒｰｶｰ名・型番： 

台    数： 

ＡＥＤ設置場所 

１台目： 

２台目： 

３台目： 

４台目： 

営 業 時 間 

公 開 時 間 
     ：     ～     ：      

交付番号  第      号 

標章交付枚数         枚 

備  考 
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様式第５号（第４条関係） 

 

救急セーフティーステーション標章交付台帳 
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交付
番号

交付
年月日

事業所名 代表者名 住　　　　所

様式第６号（第６条関係） 

 

救急セーフティーステーション 

（廃止・休止（再開）・変更）に関する届出書 
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  年  月  日 

 

（あて先） 藤沢市消防局長 

 

申請者 

住 所 

 

氏 名 

 

 救急セーフティーステーション標章の交付に関する要綱第６条の規定に基づき、

救急セーフティーステーションの（廃止・休止（再開）・変更）について、次のとお

り届出します。 

 

事業所名  

代表者名  

所在地 藤沢市 

担 当 者 

連 絡 先 

職名：         氏名： 

  （電話：    －   －     ） 

交付番号  第       号 

廃止 

休止（再開） 

変更 

となった理由 

 □ 第３条第１号 ＡＥＤの設置に関する要件 

 □ 第３条第２号 有資格者に関する要件 

 □ 第３条第３号 ＡＥＤの提供体制・救命講習実施体制

に関する要件 

 □ 第３条第４号 情報の公開に関する要件 

 □ 第３条第５号 標章の掲示等に関する要件 

 □ その他（                  ） 

 ※該当事項にチェックを記入のこと。 

備  考 
 

 

※廃止の際は、救急セーフティーステーション標章交付証及び救急セーフティーステ

ーション標章を添付してください。 


